
- 12 - 

 

神奈川県民俗芸能保存協会会則 
 

第1章 総則 
（名称） 
第１条 本会は、神奈川県民俗芸能保存協会と称する。 
（目的） 
第 2 条 本会は民俗芸能等に関する保護･育成をはかるため、適切な方策を講じ、もって郷土の民俗
芸能等の継承及び発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

1 後継者の育成指導 
2 啓発事業（機関誌の刊行、研究会、講習会、芸能鑑賞会等の開催・後援） 
3 各種民俗芸能等の公開 
4 各種民俗芸能等の調査、研究並びに資料の作成 
5 関係諸機関及び他団体との連絡、提携 
6 その他本会の目的達成に必要な事業 

 
第2章 会員 

（会員） 
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。 

(1) 普通会員 
(2) 特別会員 
(3) 賛助会員 
(4) 学生会員 

2 普通会員は、理事会において承認された個人及び団体で、第 5 条の規定により会費を納入
するもの。 

3 特別会員は、理事会において推薦された個人及び団体。 
4 賛助会員は、本会の趣旨、活動に賛同する個人及び団体で、第 5 条の規定により賛助会費

を納入するもの。 
5 学生会員は、学校教育法に定める学生の身分に有る個人で、第 5 条の規定により会費を納

入するもの。 
 

（会費） 
第5条 本会の会員の会費は、次のとおりとする。 

(1) 普通会員 1 口、個人年額２，５００円・団体年額５，０００円。 
ただし、口数は随意とする。 

(2) 特別会員については、別に定めない。 
(3) 学生会員は一口１，０００円とする。 
(4) 賛助会員は個人・団体に関わらず 1 口５，０００円とし、口数は随意とする。 
(5) 会費は原則として、各年度５月末日までに事務局に納入する。 

（会員資格の喪失） 
第6条 普通会員及び賛助会員にして会費を２年以上納入しないときは、会員の資格を失う。また、

理事会は会員にして適当と認めがたいものについては、除名することができる。 
 2  学生会員は学生等の身分を喪失した時点で、本人から退会の申し出がなければ、普通個人会

員に移行するものとする。 
 

第3章 役員 
（役員の設置） 
第7条 本会は次の役員をおく。 
会 長  １名 
副会長  ２名 
理 事 １６名以内 
監 事  ２名 

（役員の決定） 
第8条 理事並びに監事は、総会の互選によって定める。 

2 会長及び副会長は、理事会の互選により定める。ただし総会の議決によって会員外の適任者
を会長に推すことができる。 
 この場合、理事を兼ねるものとする。 

（理事会） 
第9条 理事は、理事会を構成し、会務執行の責に任ずる。 

2 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議を招集し議長となる。 
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順位に従い、

これを代行する。 
4 監事は、会務及び会計を監査し、理事会及び総会に対して監査の結果を報告する。 
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（任期） 
第10条 役員の任期は２年とする。ただし、再選をさまたげない。 

2 補欠により就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。 
（顧問等） 
第11条 本会に顧問及び参与をおくことができる。 

2 顧問及び参与は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。 
3 顧問及び参与は、会長の諮問にこたえ必要により理事会に対して意見を述べることができ

る。 
 

第4章 会議 
（会議） 
第12条 本会の会議は、総会及び理事会とする。 

2 総会は、予算、事業計画を議決し、決算、事業報告を承認し、会則改正その他重要事項を
議決する。 

3 理事会は、会務執行に伴う重要事項を審議する。 
 

（議決） 
第13条 会議は、出席すべき者の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成をも

って決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 
 

第5章 会計及び事務 
（会計） 
第14条 本会の経費は、会費、寄附金、補助金その他収入をもってこれに充てる。 
（会計年度） 
第15条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 
（会計規程） 
第16条 本会の会計は、別に定める会計規程による。 
 

第6章 事務局等 
（事務局） 
第17条 本会の会務を処理するため事務局をおく。 

2 事務局の設置場所は、理事会で決定し、総会に報告する。 
3 事務局には事務局長、事務局次長、会計その他必要な職をおく。 
4 事務局長及び事務局次長は、役員から選出し、その他の事務局員は、理事会の議決により

決定する。 
（委員会） 
第18条 第３条に定める事業を行うため、理事会の議決により、各種委員会を設置することができ

る。 
 

第7章 補足 
（委任） 
第19条 この会則に定めていない事項は、必要に応じ理事会において定める。 
 

附則 
この会則は、昭和４４年７月１４日から施行する。 

附則（昭和５１年６月２２日一部改正） 
この会則は、昭和５１年６月２２日から施行する。 

附則（平成３年５月１７日一部改正） 
この会則は、平成３年５月１７日から施行する。 

附則（平成１１年５月２３日一部改正） 
この会則は、平成１１年５月２３日から施行する。 

附則（平成１３年６月２４日一部改正） 
この会則は、平成１１年５月２３日から施行する。 

附則（平成１７年６月２６日一部改正） 
この会則は、平成１７年６月２６日から施行する。 

附則（平成１９年７月８日一部改正） 
この会則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則（平成２２年７月１８日一部改正） 
この会則は、平成２２年７月１８日から施行する。 

附則（平成２４年３月１８日一部改正） 
この会則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附則（平成２６年６月１日一部改正） 
この会則は、平成２６年６月１日から施行する。 
  


